
　これまでの電力自由化の流れ

Phase�1
1995
K 卸入札制度の導入

Phase�2
2000
K  電 力 小 売 の 部分

自由化（販 売電 力
量で約30%）

Phase�3
2004
K  小売自由化の範
囲拡大（販売電力
量で約40%）

Phase�4
2005
K  小売自由化の範
囲拡大（販売電力
量の60%）

K  日本卸電 力取引
所取引開始

Phase�5
2008
K  競争環境の整備
（市場活性化と送
電 部 門 の 公平 性
確保）

これまでの電力供給システム

現在の日本の電気事業は、伝統的な垂直統合型の「一般
電気事業者」、一般電気事業者へ電気を供給する当社を
含む「卸電気事業者」と「卸供給事業者」および「新電力

（特定規模電気事業者）」等から成り立っています。このう
ち、卸供給事業者および新電力は、電気事業制度の自由

化の流れの中で、1995年以降、電気事業法の改正によ
り制度化された事業者で、電力会社以外の事業者が電
力会社への卸供給や電力小売に参入できるようになりま
した。また、2005年からは日本卸電力取引所（JEPX）
での電力取引も開始されています。

出所：「電力システム改革後の電力産業の姿について」（総合資源エネルギー調査会）から作成
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　新たな電力システム改革の流れ

第1段階
2015
K 電力広域的運営推進機関の設立

第2段階
2016
K 電力小売の全面自由化
K 卸規制の撤廃

第3段階
2020
K 送配電部門の法的分離
K 小売料金の全面自由化

東日本大震災後の電力システム改革

東日本大震災と福島第一原子力発電所の事故を契機に
発電コストが増嵩し、電力需給が逼迫する中で、政府は
エネルギー政策を再構築していく一環として、電力システ
ム改革を進めています。
　電力システム改革の目的は、「安定供給を確保するこ
と」、「電気料金を最大限抑制すること」、「需要家の選
択肢や事業者の事業機会を拡大すること」の3つです。
これらの目的を達成するべく電力システム改革は、「広域
系統運用の拡大」、「小売及び発電の全面自由化」、「法
的分離の方式による送配電部門の中立性の一層の確保」
の3段階で進められます。

　これまで、2013年4月に閣議決定された「電力システ
ムに関する改革方針」に基づき、2013年11月に電気事
業法が改正され、2015年4月に電力広域的運営推進機
関が発足しました。また、2014年6月の電気事業法改正
により、小売参入全面自由化および卸規制＊1の撤廃（2016
年）が行われる予定です。さらに、2015年6月の電気事
業法改正により、送配電部門の法的分離と小売料金の全
面自由化（2020年）＊2が行われる予定です。

＊1  一定の規模・期間を超える一般電気事業者に対する電気の供給は、原価
主義により料金を算定し、経済産業大臣に届け出ることとされています。

＊2  小売料金の全面自由化は、国が競争の進展状況を確認した上で実施
することとなっています。

　改革後の電力供給システム

出所：「電力システム改革後の電力産業の姿について」（総合資源エネルギー調査会）から作成
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